
岩手県告示第 961 号 

 建設関連業務の委託契約に係る条件付一般競争入札及び指名競争入札に参加しようとする者の競争入札参加資格基準及び建設関

連業務競争入札参加資格審査申請書の提出期間（平成 20年岩手県告示第 504 号）の一部を次のように改正し、平成 22年１月１日

から施行する。 

  平成 21年 12 月 25日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

改正前 改正後 

２ 建設関連業務競争入札参加資格審査申請書の提出期間等 

(１) ［略］ 

 (２) 提出書類 

  ア～サ ［略］ 

シ 県内営業所一覧表（様式第７号）（県内に営業所（本店

以外の事務所であって建設関連業務に従事する技術者が

１名以上常駐するものに限る。以下同じ。）を有する申請

者に限る。） 

ス・セ ［略］ 

ソ 県内技術者一覧表（様式第９号）（県内に本店を有する

申請者に限る。） 

タ 県内実務経験者数等一覧表（様式第10号）（県内に本店

を有する申請者に限る。） 

チ ［略］ 

 (３)・(４) ［略］ 

４ 提出書類記載事項の変更届等 申請書提出後次の各号のい

ずれかに該当する場合は、その都度建設関連業務競争入札参

加資格審査申請書記載事項変更届（様式第11号）又は廃業届

（様式第12号）を知事に提出しなければならない。 

 

 

 

 (１)～(５) ［略］ 

５ 技術者状況届 

申請書提出後、規程第３条第１項の資格基準に適合すると

認められた者（以下「資格者」という。）であって、技術者の

状況に変更があったものは、名簿作成年以外の年の１月17日

から１月31日までの期間内に次に掲げる書類を知事に提出し

なければならない。 

(１) ［略］ 

(２) 県内技術者一覧表（県内に本店を有する資格者に限

る。） 

(３) 県内実務経験者数等一覧表（県内に本店を有する資格

者に限る。） 

２ 建設関連業務競争入札参加資格審査申請書の提出期間等 

 (１) ［略］ 

 (２) 提出書類 

  ア～サ ［略］ 

シ 県内営業所一覧表（様式第７号）（県内に営業所（本店

以外の事務所であって、建設関連業務に従事する技術者

が１名以上常駐するものその他の別に定める基準を満た

すものに限る。以下同じ。）を有する申請者に限る。） 

ス・セ ［略］ 

ソ 県内技術者一覧表（様式第９号）（県内に本店又は営業

所を有する申請者に限る。） 

タ 県内実務経験者数等一覧表（様式第10号）（県内に本店

又は営業所を有する申請者に限る。） 

チ ［略］ 

 (３)・(４) ［略］ 

４ 提出書類記載事項の変更届等 申請書提出後、次の各号（第

３号を除く。）のいずれかに該当する場合はその都度建設関連

業務競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届（様式第11

号）又は廃業届（様式第12号）を、第３号に該当する場合は

名簿作成年以外の年の１月17日から同月31日までの期間内に

建設関連業務競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届

を、知事に提出しなければならない。 

 (１)～(５) ［略］ 

５ 技術者状況届 申請書提出後、規程第３条第１項の資格基

準に適合すると認められた者（以下「資格者」という。）であ

って、技術者の状況に変更があったものは、その都度、次に

掲げる書類を知事に提出しなければならない。 

 

 

(１) ［略］ 

 (２) 県内技術者一覧表（県内に本店又は営業所を有する資

格者に限る。） 

 (３) 県内実務経験者数等一覧表（県内に本店又は営業所を

有する資格者に限る。） 



別表第１                        別表第１                        

 業 種 申請業務 資格等   業 種 申請業務 資格等 

 ［略］     ［略］   

  ［略］     ［略］  

 

建築関係

建設コン

サルタン

ト 

暖冷房 技術士・衛生工学部門（空気

調和） 技術士・総合技術監

理部門（衛生工学－空気調和）

 大学又は高等専門学校を卒

業後当該業務経験が20年以上

の者 高等学校又は専修学校

を卒業後当該業務経験が25年

以上の者 建築設備士 １級

管工事施工管理技士 ２級管

工事施工管理技士  

  

建築関係

建設コン

サルタン

ト 

暖冷房 技術士・衛生工学部門（空気

調和） 技術士・総合技術監

理部門（衛生工学－空気調和）

 大学又は高等専門学校を卒

業後当該業務経験が20年以上

の者 高等学校又は専修学校

を卒業後当該業務経験が25年

以上の者 建築設備士 １級

管工事施工管理技士 ２級管

工事施工管理技士 設備設計

１級建築士 

  衛生 技術士・衛生工学部門（建築

環境） 技術士・総合技術監

理部門（衛生工学－建築環境）

大学又は高等専門学校を卒

業後当該業務経験が20年以上

の者 高等学校又は専修学校

を卒業後当該業務経験が25年

以上の者 建築設備士 １級

管工事施工管理技士 ２級管

工事施工管理技士  

   衛生 技術士・衛生工学部門（建築

環境） 技術士・総合技術監

理部門（衛生工学－建築環境）

大学又は高等専門学校を卒

業後当該業務経験が20年以上

の者 高等学校又は専修学校

を卒業後当該業務経験が25年

以上の者 建築設備士 １級

管工事施工管理技士 ２級管

工事施工管理技士 設備設計

１級建築士 

  電気 技術士・電気電子部門（電気

設備） 技術士・総合技術監

理部門（電気電子－電気設備）

ＲＣＣＭ（電気電子） 大

学又は高等専門学校を卒業後

当該業務経験が20年以上の者

高等学校又は専修学校を卒

業後当該業務経験が25年以上

の者 建築設備士 第１種電

気主任技術者 第２種電気主

任技術者 第３種電気主任技

術者 第１種電気工事士 第

２種電気工事士 １級電気工

事施工管理技士 ２級電気工

   電気 技術士・電気電子部門（電気

設備） 技術士・総合技術監

理部門（電気電子－電気設備）

ＲＣＣＭ（電気電子） 大

学又は高等専門学校を卒業後

当該業務経験が20年以上の者

高等学校又は専修学校を卒

業後当該業務経験が25年以上

の者 建築設備士 第１種電

気主任技術者 第２種電気主

任技術者 第３種電気主任技

術者 第１種電気工事士 第

２種電気工事士 １級電気工

事施工管理技士 ２級電気工

   事施工管理技士      事施工管理技士 設備設計１



        級建築士 

   ［略］      ［略］  

  機械設備積算 技術士・機械部門（加工・フ    機械設備積算 技術士・機械部門（加工・フ

   ァクトリーオートメーション     ァクトリーオートメーション

   及び産業機械） 技術士・総     及び産業機械） 技術士・総

   合技術監理部門（機械－加工     合技術監理部門（機械－加工

   ・ファクトリーオートメーシ     ・ファクトリーオートメーシ

   ョン及び産業機械） 大学又     ョン及び産業機械） 大学又

   は高等専門学校を卒業後当該     は高等専門学校を卒業後当該

   業務経験が20年以上の者 高     業務経験が20年以上の者 高

   等学校又は専修学校を卒業後     等学校又は専修学校を卒業後

   当該業務経験が25年以上の者     当該業務経験が25年以上の者

    建築設備士 １級管工事施      建築設備士 １級管工事施

   工管理技士 ２級管工事施工     工管理技士 ２級管工事施工

   管理技士      管理技士 設備設計１級建築

士 

  電気設備積算 技術士・電気電子部門（電気

設備） 技術士・総合技術監

理部門（電気電子－電気設備）

ＲＣＣＭ（電気電子） 大

学又は高等専門学校を卒業後

当該業務経験が20年以上の者

高等学校又は専修学校を卒

業後当該業務経験が25年以上

の者 建築設備士 第１種電

気主任技術者 第２種電気主

任技術者 第３種電気主任技

術者 第１種電気工事士 第

２種電気工事士 １級電気工

事施工管理技士 ２級電気工

事施工管理技士  

   電気設備積算 技術士・電気電子部門（電気

設備） 技術士・総合技術監

理部門（電気電子－電気設備）

ＲＣＣＭ（電気電子） 大

学又は高等専門学校を卒業後

当該業務経験が20年以上の者

高等学校又は専修学校を卒

業後当該業務経験が25年以上

の者 建築設備士 第１種電

気主任技術者 第２種電気主

任技術者 第３種電気主任技

術者 第１種電気工事士 第

２種電気工事士 １級電気工

事施工管理技士 ２級電気工

事施工管理技士 設備設計１

級建築士 

   ［略］      ［略］  

  ［略］      ［略］   

 補償関係  ［略］    補償関係  ［略］  

 コンサル 不動産鑑定  ［略］   コンサル 不動産鑑定  ［略］ 

 タント 登記手続等 土地家屋調査士 司法書士   タント   

［略］    ［略］   

別表第２    別表第２   

 提出場所 本店の所在地   提出場所 本店の所在地 



  ［略］     ［略］  

 宮古地方振興局土木部 宮古市 下閉伊郡のうち山田

町及び川井村 

  宮古地方振興局土木部 宮古市 下閉伊郡のうち山田

町 

  ［略］     ［略］  

様式第１号   様式第１号  

 受付番号     資格者番号   

 ［略］      ［略］   

 ［略］     ［略］   

○申請業務内容   ○申請業務内容  

 
業 種 

申請業 

 務名 
○ 印 業 種 

申請業 

 務名 
○ 印

  
業 種

申請業

 務名 
○ 印 業 種 

申請業

 務名 
○ 印

  ［略］    ［略］      ［略］    ［略］   

    補 償 関  ［略］       補 償 関  ［略］  

    係 コ ン 不 動 産       係 コ ン 不 動 産  

    サ ル タ 鑑定       サ ル タ 鑑定  

    ント  登 記 手 

続等 

      ント    

［略］      ［略］      

○有資格者数 ○有資格者数 

  業種区 

分 
資格区分 

資格者 

数 
資格区分 

資格者

数 

   業種区

分 
資格区分

資格者 

数 
資格区分 

資格者

数 

   ［略］        ［略］    

 資

格 

  ［略］  不動産鑑定

士 

 ［略］  資

格

  ［略］  不動産鑑定

士 

 ［略］

 者

の 

  土地家屋調

査士 

人   者

の

   

 状 

補償関

係 
  司法書士 人   状

補償関

係 
   

 況    補償業務管

理士 

 ［略］  況    補償業務管

理士 

 ［略］

      ［略］         ［略］  

 ［略］       ［略］     

備考 改正部分は、下線の部分である。 

様式第９号（その３）中 

｢ 

 

  

  

  

 

  

不動産鑑定士 　 　　 　
土地家屋調査士 　 　　 　
司法書士 　 　　 　
補償業務管理士（土地調査） 　 　　 　
補償業務管理士（土地評価）
補償業務管理士（物件）
補償業務管理士（機械工作物）
補償業務管理士（営業補償・特殊補償）
補償業務管理士（事業損失）
補償業務管理士（補償関連）
土地改良補償業務管理者

 を 

 」 



｢ 

  
                                                           
                                                         に 

 
    
                                                       ｣ 

改める。 

改正前 改正後 

様式第11号 

 ［略］ 

            資格者名簿番号 第  －  号 

 ［略］ 

様式第12号 

 ［略］ 

 １ 資格者名簿番号 第  －  号 

 ２～５ ［略］ 

 ［略］ 

様式第13号 

 ［略］ 

 １ 資格者名簿番号 第  －  号 

 ２・３ ［略］ 

［略］                        

様式第11号 

 ［略］ 

            資格者番号 第  －  号  

 ［略］ 

様式第12号 

 ［略］ 

 １ 資格者番号 第  －  号 

 ２～５ ［略］ 

 ［略］ 

様式第13号 

 ［略］ 

 １ 資格者番号 第  －  号 

 ２・３ ［略］ 

［略］                        

 資格者数 資格者数   資格者数 資格者数

 
業

種 

区

分 

資格区分 

 年 

１月 

１日 

現在 

 年 

１月 

１日 

現在 

資格区分 

 年

１月

１日

現在

 年

１月

１日

現在

  
業

種

区

分

資格区分

 年

１月

１日

現在

 年 

１月 

１日 

現在 

資格区分 

 年

１月

１日

現在

 年

１月

１日

現在

  ［略］         ［略］     

     不動産鑑  ［略］       不動産鑑  ［略］ 

     定士         定士   

 補    土地家屋 人 人   補     

 償    調査士     償       

 関    司法書士 人 人   関     

 係    補償業務  ［略］   係    補償業務  ［略］ 

     管理士         管理士   

 

資格 

者の 

状況 

     ［略］   

資格

者の

状況

     ［略］ 

 ［略］         ［略］       

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 

不動産鑑定士 　 　　 　
補償業務管理士（土地調査） 　 　　 　
補償業務管理士（土地評価）
補償業務管理士（物件）
補償業務管理士（機械工作物）
補償業務管理士（営業補償・特殊補償）
補償業務管理士（事業損失）
補償業務管理士（補償関連）
土地改良補償業務管理者
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